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平
成
24
年
度
よ

り
、
国
民
健
康
保

険
税
の
税
率
が
改

定
と
な
り
ま
し

た
。

　

平
成
19
年
度
に

税
率
を
改
定
し
ま
し
た
が
、
医
療

費
の
増
加
等
に
よ
り
、
こ
の
ま
ま

で
は
今
後
、
加
入
さ
れ
る
み
な
さ

ま
の
医
療
費
を
支
払
う
こ
と
が
困

難
と
な
り
ま
す
。
国
民
健
康
保
険

制
度
を
将
来
に
わ
た
り
維
持
し
て

い
く
た
め
に
必
要
な
改
定
と
な
り

ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

「
平
成
24
年
度
国
民
健
康
保
険

税
の
納
税
通
知
書
」
は
、
７
月
中

旬
に
世
帯
主
宛
に
郵
送
い
た
し
ま

す
。

※
世
帯
主
が
社
会
保
険
等
に
ご
加

入
の
場
合
で
も
、
同
じ
世
帯
に
国

保
加
入
者
が
い
る
場
合
は
、
世
帯

主
名
義
で
通
知
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

国
保
税
率
が

　

か
わ
り
ま
す

■平成２４年度税率等・限度額

国
保
税
額
の
お
知
ら
せ
は

　
　
　
　

７
月
中
旬
に
発
送

離
職
さ
れ
た
方
は

　

国
保
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す

　

　

軽
減
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必

要
で
す
の
で
、
対
象
者
は
市
民
課

国
保
医
療
担
当
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

■
対
象
者

　

次
の
①
〜
③
の
全
て
の
条
件
を

満
た
す
者

①
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離

職
し
た
人

②
離
職
日
現
在
で
65
歳
未
満
の
人

③
雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
を

受
け
る
方
で
、
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
の
離
職
理
由
コ
ー
ド

（
11
、
12
、
21
、
22
、
23
、
31
、

32
、
33
、
34
）に
該
当
す
る
人

■
申
請
に
必
要
な
も
の

・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

・
印
鑑

　

ま
た
、
保
険
税
に
は
そ
の
他
の

減
免
制
度
も
あ
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
加
入
の
方
の

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
ま
で
で

す
。
８
月
以
降
も
認
定
証
が
必
要

な
場
合
は
、
７
月
下
旬
〜
８
月
中

に
市
民
課
国
保
医
療
担
当
で
更
新

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

・
被
保
険
者
証

・
印
鑑

・
過
去
１
年
間
の
入
院
日
数
が
90

日
を
超
え
る
場
合
は
、
入
院

日
数
の
確
認
で
き
る
医
療
機

関
発
行
の
領
収
書
（
住
民
税

非
課
税
世
帯
の
み
） 

■
お
問
い
合
わ
せ

　
　

国
保
医
療
担
当

　
　

（
内
線
１
２
７
〜

　
　
　
　
　
　

１
３
０
・
１
３
７
）

林
を
、
健
全
な
姿
で
未
来
に
引
き

継
い
で
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
県
で
は
、

平
成
24
年
４
月
か
ら
「
森
林
環
境

税
」
を
導
入
し
、
公
益
的
機
能
が

発
揮
さ
れ
る
森
づ
く
り
を
進
め
て

参
り
ま
す
。
県
民
の
皆
様
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

税
の
使
い
み
ち
に
関
す
る
こ
と

県
森
林
環
境
部
森
林
環
境
総
務
課

☎
０
５
５
ー
２
２
３
ー
１
６
３
４

　

税
の
仕
組
み
に
関
す
る
こ
と

　

県
総
務
部
総
務
課

☎
０
５
５
ー
２
２
３
ー
１
３
８
７

　

県
の
約
８
割
を
占
め
る
森
林

は
、
災
害
、
温
暖
化
等
を
防
止
す

る
な
ど
、
公
益
的
機
能
を
有
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
民
有
林
の
中

に
は
社
会
経
済
環
境
の
変
化
に
伴

い
、
整
備
が
行
き
届
か
ず
、
荒
廃

が
進
み
、
森
林
の
持
つ
多
様
な
公

益
的
機
能
の
低
下
が
懸
念
さ
れ
る

森
林
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
良
好
で
快
適
な
生

活
を
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持
す
る

た
め
に
は
、
県
民
の
暮
ら
し
を
支

え
る
か
け
が
い
の
な
い
山
梨
の
森

４
月
か
ら
森
林
環
境
税
を
導
入

「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

の
更
新　

　

平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
、

倒
産
、
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど
に

よ
り
離
職
さ
れ
た
国
民
健
康
保
険

加
入
者
に
つ
い
て
は
、
前
年
の
給

与
所
得
を
１
０
０
分
の
30
と
し
て

所
得
割
が
算
定
さ
れ
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
制
度
改
正
の
お
知
ら
せ

所得割 資産割 均等割 平等割 賦課限度額
医療分 7.0% 25.0% 24,700 円 21,200 円 510,000 円
後期高齢者
支援金分 2.7% 7.0% 7,900 円 8,600 円 140,000 円

介護分（※） 2.5% 7.0% 9,500 円 7,200 円 120,000 円

（※）介護分は、４０歳以上６５歳未満の方のみ  

税目 納期限
市県民税　　　　　　　　第 1期 7月 17日（火）
固定資産税　　　　　　　第 2期

7月 31日（火）国民健康保険税　　　　　第 1期
後期高齢者医療保険料　　第 1期

◆今月の夜間納税相談・収納窓口
　７月１８日（水）・２７日（金） １８時～２０時３０分
◆今月の休日納税相談・収納窓口
　７月２８日（土）　１０時～１６時
※来庁の際は、市役所西側出入り口をご利用ください。
■お問い合わせ　徴収・管理担当（内線１６３～１６６）

今月の納税


